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家電リサイクル法対象機器＜処理できないもの＞　
＞＞＞ エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目の処理は、家電リサイクル法により仙南
　　　 リサイクルセンターでは処理できませんので、下記の方法により廃棄してください。

適正処理困難物＜処理できないもの＞　

※その他施設で処理ができないものがありますので、詳しくは仙南リサイクルセンター（蔵王町）
又は仙南クリーンセンター（角田市）にお問い合わせください。

＞＞＞ 次のものは適正に処理できません。販売店または専門業者にご相談ください。

バイク
（50cc以上）

ガス風呂釡
石油風呂釡

自動車部品 バッテリー

電気温水器、ソーラー温水器、
ボイラー、井戸用ポンプ、
大型モーター類、その他

Ｌ
Ｐ
ガ
ス

ガ
ス
ボ
ン
ベ

危険物及び有害物質
燃料（ガソリン、灯油等）
廃油（機械油）
塗料等の引火性の強いもの
フロンガスが含まれているもの

建築廃材 柱（木材含む） 鉄骨
外壁材（断熱材含む）、
コンクリート、かべ土、
石、アスベスト廃材、
門扉

医療系廃棄物

その他

ピアノ 農機具類

耐火金庫 ボウリング
のボール

消火器 プロパン用ガスボンベ 農薬 劇薬

ブロック ガラス

産業廃棄物＜処理できないもの＞　
＞＞＞ 次に示す産業廃棄物に該当するものは、全て処理できませんので、
　　　 販売店、専門業者、回収業者または許可業者へ相談してください。

①あらゆる事業活動に伴う廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ
ラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい（高炉等の残さ等）、がれき類（工
作物の新築、改築または、除去に伴って生じたコンクリート破片など）、ばいじん

②特定の事業活動に伴う廃棄物のうち
・紙または紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業などから生ずる紙くず
・建設業から生ずる紙くず（工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る）
・建設業から生ずる木くず（工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る）
・木材・木製品製造業から生ずる木くず
・繊維工業から生ずる繊維くず
・建設業から生ずる繊維くず（工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る）
・食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
・と畜場においてとさつし、または解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物（動物系固型不要物）
・畜産農業から生ずる動物のふん尿及び死体

医療機関などで医療行為に際して排出される廃棄物は処理できませんので、
病院または薬局に相談してください。在宅医療廃棄物（針等の鋭利なものを
除く）については11ページを参照ください。

家庭から発生した場合でも、業者に依頼し、新築・改築・除去に伴っ
て生じたもの及び発生場所が確認できないものは処理できません。

●廃棄の方法

自
分
で
運
ぶ
場
合

引
き
取
り
を
依
頼
す
る
場
合

メーカーや規格を確認し、郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」
に必要事項を記入して、リサイクル料金を振り込む。手順１

手順２ 処分したい家電と家電リサイクル券を持参して、指定引き取り場所
へ自己搬入する。

※仙南管内の指定引取場所
㈱安藤仁七商店（柴田町船岡字鍋倉1-9　☎0224-54-1517） 

買い換え（新しく購入する） 購入する販売店に引き取りを依頼して
ください。

以前購入した販売店が近くにある 以前購入した販売店に引き取りを依頼
してください。

・引っ越しなどで販売店が近くにない
・販売店が廃業している
・もらった物で販売店がわからない

お住まいの市町または許可業者へ問い
合わせてください。

▶
はい▼ いいえ

▼ いいえ
▶
はい

▶
はい

例）　 ※2024年4月改訂  

対　象 対象外

エアコン ・壁掛け形、床置き形エアコン
（石油、ガス、電気併用等） 

・天井埋め込み形
・壁埋め込み形エアコン
・ウィンドファン
・冷風機、除湿機等 

テレビ
・ブラウン管式テレビ
・液晶テレビ（車載用、携帯用除く）
・プラズマ式テレビ　・有機ＥＬテレビ 

・ディスプレイモニター
・プロジェクションテレビ 

冷蔵庫
冷凍庫

・冷蔵庫、冷凍冷蔵庫
・ワイン庫 

・業務用保冷庫
・冷蔵ショーケース 

洗濯機
衣類乾燥機

・洗濯乾燥機
・衣類乾燥機（電気式、ガス式） 

・脱水機
・衣類乾燥機能付き布団乾燥機 

・家庭用機器であれば、事業所で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象とな
りますが、業務用機器であれば、家庭で使用されているものであっても家電リサイクル法の
対象外です。

・詳しい内容やリサイクル料金については一般財団法人家電製品協会（家電リサイクル券セン
ター）にお問い合わせください。

（ホームページ　https://www.rkc.aeha.or.jp　☎　0120-319640）
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